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掲載のイベントなどは新型コロナウイルスの影響で中止・延期する場合があります

まちと空き家の学校 第2期受講生募集
人と猫が共生できる社会を目指して　など
NHKのど自慢　出場者・観覧者募集！　など
日野市の子育て情報
市民文化祭　出演者と作品を募集　など
みんなのメモ帳
6月の市民相談
救急診療、救急病院宿日直予定表、休日診療医
6月は就職差別解消促進月間　など
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目次 5月20日時点の情報に基づき作成しています

まちと空き家の学校
第２期受講生募集

別冊特集 わたしの思いをつなぐエンディングノート
（簡略版）

施設、税金、お知らせ
講座
催し・イベント
新型コロナ、健康・検診
障害のある方、しごと、高齢者、スポーツ
子ども

6
10
11
13
14
15

市政のお知らせ・催し

空き家を活用した
つながりの家アムール

（程久保）
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令和4年5月1日現在
※(　 )内は前月比日野市

の人口 1004620ID

1017629ID

うち外国人

※外国人のみ世帯※

人口
男
女
世帯

全体
3,312人
1,653人
1,659人
1,775世帯

187,119人
93,580人
93,539人
92,132世帯

（+59）
（+48）
（+11）
（+217）

転入
転出
その他
社会増減

出生
死亡

自然増減

91人
144人

－53人

1,070人
955人
－3人
+112人

人口増減
の内訳
（4月）

「広報ひの」にご意見をお寄せください 問市長公室広報係（☎042-514-8092）
　〒191-8686日野市役所4階市長公室広報係（ 042-581-2516　  kouhou@city.hino.lg.jp）へアンケート用紙（市役所
1階市民相談窓口・4階市長公室広報係にあり。市  から　　　 可）を郵送、持参、ファクス、EメールまたはLINE（QR
コードから。LINEでの回答は友だち登録が必要）※持参の場合は土曜・日曜日、祝日を除く
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　同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づ
くられた身分制度や歴史的、社会的に形成された人々
の意識に起因する差別が、さまざまな形で現れている
わが国固有の重大な人権問題です。
　現在もなお、同和地区（被差別部落）の出身という理
由で、さまざまな差別を受け、基本的人権を侵害されて
いる人々がいます。
　封建時代において、えた、ひにんなどと呼ばれていた
人々は、武具・馬具や多くの生活用品に必要な皮革をつ
くる仕事や、役人のもとで地域の警備を行うなど、生活
に欠かせない役目を担っていましたが、住む場所、仕
事、結婚、交際など、生活のすべての面で厳しい制限を
受け、差別されていました。それらの人々が住まわされ
ていたところが「同和地区（被差別部落）」、それらの

人々に対する差別が「部落差別」といわれています。
　最近でも、差別的な身元調査に使われかねない戸籍
謄本などの不正取得事件や、公共施設などへの差別的
な落書き、インターネットへの悪質な書き込み、不動産
取引の際の同和地区に関する問い合わせなどの差別行
為が都内で起こっています。
　このような差別を無くすためには、私たち一人ひとり
が、まず同和問題を理解し、差別について知るととも
に、差別したり、見逃したりすることのないよう行動し
ていくことが大切です。
　また、平成28年12月には「部落差別の解消の推進に
関する法律」が施行され、部落差別の解消に関し、基本
理念、国および地方公共団体の責務などについて定め
ています。

同　和　問　題

６月は就職差別解消
促進月間

　東京都発行の人権啓発冊子
「みんなの人権」、「明るい社会
をめざして～同和問題（部落差
別）の理解のために」を市役所1
階市民相談窓口や市内各図書
館で配布しています。ぜひ、手に
取ってお読みください。

▶なくそう就職差別
　問われる企業と社会の人権感覚
　仕事は、生活の安定や労働を通した社会参加など、人間が幸せに生
きていく上で基本となるものです。このため、採用選考は応募者の適
性と能力に基づき公正に行われなければなりません。
　しかしながら、就職差別につながる恐れの強い身元調査事件や、面
接時に本籍地や思想・信条などを聞く事例があります。
　東京都では6月を「就職差別解消促進月間」とし、就職差別を無く
し就職の機会均等を確保するため、東京労働局やハローワークなどと
連携してさまざまな啓発活動を展開します。

問平和と人権課（☎042-584-2733）
1008546ID

■就職差別解消シンポジウム
6月8日㈬午後1時～4時
練馬区立練馬文化センター

(練馬区)

■人権啓発映画会
6月28日㈫午後1時15分～4時45分
台東区生涯学習センター(台東

区)

いずれも詳細は
東京都TOKYO
はたらくネット
　 参照HP ▲都HP
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